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機材費ガイド 

 

⚫ ビジネス化実証事業では、調査に使用する機材について JICA が損料又はレンタル料を

支払う形で調査を行うことが可能です。また、調査に必要なカスタマイズ費やレンタ

ル料も計上できます。これらの経費は機材費の機材損料・借料の費目にて計上します。 

⚫ 機材損料・借料は以下の表１に示す通りの精算とし、それ以外の費用は一切計上でき

ません。損料率は供用日数／耐用日数（＝耐用年数×365）となりますので、耐用日数

が供用日数を上回る場合は、損料は原価を下回りますのでご注意ください。 

各定義は表２の通りとします。積算に係る詳細は６ページ以降の（１）～（３）をご

確認ください。 

 

 

 

表１：計上可能な機材費と積算方法 
機材 損料 カスタマイズ費 レンタル料 

機材 

（ソフトウエ

アを除く） 

自社1 

〇 

原価×損料率（供用日数／

耐用年数×365） 

 
但し、一度使用したら再利用でき

ないものの場合は損料率を乗じず

に計上 

〇 

製造直接費×損料率（供

用日数／耐用年数×365） 

 
損料率はカスタマイズを施す実機

と同等の値にて積算 

 

調査支援経費で計上可能

なのは上限 500万円（税

別） 

× 

他社 

 

〇 

取得の代金×損料率（供用

日数／耐用年数×365） 

 
但し、一度使用したら再利用でき

ないものの場合は損料率を乗じず

に計上 

〇 

 

実費 

ソフトウエア 

自社 1 × 
〇 

直接労務費+直接経費 

 

調査支援経費で計上可能

なのは上限 500万円（税

別） 

× 

他社 × 

〇 

 

実費 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 採択企業・共同企業体を構成する法人及び外部要員の所属法人、並びにこれらの法人と会社法上、親会社子会社関係に

ある法人の製品を自社機材とします。 
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表２：各定義 

原価 直近会計年度における損益計算書（P/L）を用いた利益控除式に

基づく算定とし、以下の利益控除式にて算出します。 

当該自社機材の販売実績平均価格×（１－売上総利益率2） 
⚫ 損益計算書は直近会計年度の税務申告書（申告済のもの）

一式に含まれているものとします。 

⚫ 販売実績平均価格は直近会計年度の実際の販売データ3であ

り、販売実績の網羅性が確認できる書類とします。なお、

該当機材の販売実績として、契約書、販売先への請求書、

入金実績等の証憑も公認会計士による確認の際に必要とな

ります。 

 

ただし、会社法に定める「親会社」若しくは「子会社」から調

達する場合は確認書類として親会社や子会社に相当する会社の

リストを提出のうえ、以下の①または②の通りとします。 

① 直近会計年度（定義は提案企業と同じ）の親会社および子会

社の税務申告済の確定会計年度の個別財務諸表にもとづく、

損益計算書を用いた利益控除式を取得価格に適用した金額 

② 当該親会社や子会社が採択企業に納品したものを外部から仕

入れている場合はその外部からの請求書に記載された金額。 

取得の代金 採択企業・共同企業体を構成する法人及び外部要員の所属法

人、並びにこれらの法人と会社法上、親会社子会社関係にある

法人（以下、採択企業等といいます。）以外から購入した際の仕

入れ金額とします。 

 

供用日数 対象国で稼働を確認した日付から対象国で稼働を停止する日付

までの日数とします。 

なお、調査終了時まで対象国に設置する場合は、「稼働を停止す

る日付」を「調査完了報告書を提出する日付」とします。機材

の稼働状況は月報にて JICA コンサルタントを通じて JICA に報

告します。 

耐用年数 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく製品の耐用年

数とします。 

 

  

 
2 売上総利益率は小数点第三位以下を切り捨てとします。 
3 年間の製品別の入庫数量、販売数量、在庫数や販売金額が記録されているデータであること、かつ経理上の売上金額と

整合しているデータ。 



3 
 

⚫ 機材損料・借料のうち、損料及びカスタマイズ費は精算に際し、採択企業が自ら任意

の公認会計士に依頼し公認会計士確認書を作成する必要があり、以下（ア）～（エ）

のすべての要件を満たす必要があります。これら要件を満たさない場合は、機材費は

精算することができず採択企業による自社負担となりますのでご注意ください。 

 

（ア）費用計上に関する JICA確認： 

 ⚫ 対象物取得を行うより前に、採択企業が

機材費ガイドに定める機材費の定義及び

計算式に基づいて別紙 1_公認会計士確認

機材一覧の企業概算（赤枠）を記入しま

す。 

⚫ 別紙 1_公認会計士確認機材一覧を JICA

コンサルタントに提出し、JICA コンサル

タントが調査経費内訳表を更新し、あわ

せて機材費の費用計上について、JICA の

確認を得ます。 

⚫ なお、本時点では概算額を確認するもの

であり、実際の精算金額を承認するもの

ではありません。 

⚫ 調査経費内訳表に反映された機材費は、

精算額の確定（公認会計士確認確認書の

受領）まで、他の費目に流用できませ

ん。 

 

（イ）対象物の取得： 

 

⚫ 機材損料・借料（損料・カスタマイズ

費）は JICA確認後も企業による立替払と

なります。後述の（エ）が完了するまで

は当該金額を精算できません。 

⚫ 対象物の取得後、実績に基づいて別紙 1_

公認会計士確認機材一覧の企業実績を記

入します。 

⚫ なお、供用日数は想定で構いません。 

⚫ （ア）の概算額承認前に調達/製造した

機材費は精算対象となりません。 
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（ウ）任意の公認会計士への確認依頼： 

 

⚫ 任意の公認会計士に別紙 1_公認会計士確

認機材一覧及び必要となる根拠資料を提

出し、別紙 2_公認会計士確認書の作成を

依頼してください。 

⚫ 公認会計士は機材費（企業実績）が本書

に定める定義及び計算式に合致したうえ

で積算されたこと(支出確認が求められ

る場合は支出実績の確認)を積算の根拠

資料を含めて確認します。 

⚫ 公認会計士は妥当性が確認できた範囲に

おいて、別紙 1_公認会計士確認機材一覧

の会計士確認結果に反映し、公認会計士

確認書を企業宛に発出します。 

（エ）期日までの公認会計士確認書の提出： 

 

⚫ 公示日の 2 年以内（2025 年 9 月 1 日の場

合 2027年 8月 31日まで）に JICAコンサ

ルタントを介して公認会計士確認済の別

紙1_公認会計士確認機材一覧及び別紙2_

公認会計士確認書を JICA に提出くださ

い。 

⚫ 公認会計士確認書の提出が当該期限を超

える場合はいかなる理由においても当該

機材費は精算対象とはなりません。 

⚫ 調査経費内訳書の概算金額を上限に別紙

2_公認会計士確認書に記載の金額にて

JICA コンサルタントから採択企業に当該

費用を精算します。 
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補足：公認会計士確認書 
機材費の精算にあたっては、公認会計士の押印を取り付けた公認会計士確認書の提出

が必要です。フォーマットは別紙 2_公認会計士確認書を確認してください。公認会計

士確認においては、任意の公認会計士にご依頼してください。なお、公認会計士の確

認に必要な経費については採択企業による費用負担とします。 

公認会計士は積算の妥当性(支出確認がもとめられる場合は支出実績の確認)を確認し

ますが、確認のなかで本書に定める各種証憑および公認会計士が求める証憑を提出で

きない場合や証憑に不備がある場合は、公認会計士は「妥当性が確認できた旨」の公

認会計士確認書を発出することができません。最終的に企業側に提出される確認書の

内容は公認会計士の判断になることを了承ください。 

なお、公認会計士確認書は複数の機材費をまとめてご作成頂いて構いません。また、

同単価で数量を追加する場合において追加の公認会計士確認書は不要です。 

 

 

補足：為替レートについて 
外貨建の調達を行った場合の円貨への換算適用レートは、調達先からの請求

月の JICAの基準により定められたレートとします。 

https://www.jica.go.jp/about/announce/manual/form/consul_g/rate.html 
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（１）損料 

⚫ 調査に使用する機材（ソフトウエアを除く）は、損料（利用料）として、機材・物品

の利益を控除した原価または取得の代金に損料率4を乗じた金額を計上可能です。一方

で、ソフトウエアは損料による計上はできません。 

⚫ 採択企業等の機材は自社製品として原価と定義し、他社製品は取得の代金と定義しま

す。原価および取得の代金、耐用年数、供用日数の各用語の定義は表２の通りとしま

す。 

⚫ 公認会計士は積算における原価または取得の代金および耐用年数の妥当性を確認しま

す。確認にあたっては、税理士確認済の直近会計年度の損益計算書及び当該製品の販

売価格を示す経理上の帳簿、その他公認会計士が求める証憑が必要になります。 

 

自社製品損料 ＝ 原価（円） ×  
供用日数（日）

耐用年数 ×  365  
  

他社製品損料 ＝ 取得の代金(円) ×  
供用日数（日）

耐用年数 ×  365      
  

 

 

 

補足：中古品の損料について 
中古品の機材も計上可能です。ただし、その場合の耐用年数は、新品と同様の耐用年

数（減価償却資産の対応年数等に関する省令に基づく製品の耐用年数）とします。 

 

補足：再利用不可の製品について 
一度使用したら再利用できないものの場合は、損料率を乗じずに計上します。 

 

補足：機材の設置費について 
機材の設置に伴う工事費は現地再委託費等として積算可能です。ただし、採択企業

（共同企業体含む）の労務費は積算できません。再委託にかかる諸条件は再委託の項

をご確認ください。なお、現地再委託費は公認会計士確認書の対象外となりますが、

工事に際し必要な機材を損料にて計上する場合は公認会計士確認書の対象となりま

す。 

 

  

 
4 損料率は供用日数を耐用年数×365 で除した値とします。 
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（２）カスタマイズ費 

⚫ 調査・実証活動のために、提案製品を現地適用させる必要がある場合において、当該

カスタマイズに必要な費用をカスタマイズ費として計上できます。カスタマイズとは

製品・技術・サービスの基本性能や既存製品の製品構成を変えず、言語・電圧・設定

変更・UI変更等の現地適応を行うものとし、新規機能追加等は対象外とします。 

⚫ また、調査支援経費で計上可能なカスタマイズ費は、総額 500 万円（税別）が上限と

なります。500万円（税別）を超えるカスタマイズ費は自社負担となります。 

⚫ カスタマイズは JICA が経費内訳表にて概算額を承認した日付以降に着手してください。 

⚫ 計上可能なカスタマイズ費は製造原価要素のうち製造直接費（直接経費、直接労務費、

直接材料費）に限ります。製造原価要素の定義は、「原価計算基準」の「八 製造原価

要素の分類基準」の通りとします。 

⚫ 直接労務費及び直接経費5は、製造原価を計算できる専門の会計ソフトウエアや ERP シ

ステム(決算書の製造原価報告書及び棚卸資産金額明細等の作成根拠となっているこ

と)にて直接費と間接費を明確に分離して製造原価を管理しており、当該機材のカスタ

マイズ費がそのソフトウエアやシステム上の個別原価計算により、特定のコード（プ

ロジェクトコード等）を用いて集計され、集計内容が、原価要素別に明細（計上日、

金額、摘要を含む）で把握できる場合に限り、計上できます。 

⚫ 当該機材のカスタマイズ費が、経費内訳表の概算額承認日以前に上記のソフトウエア

やシステムに全部あるいは一部の金額が計上されている（費用が発生している）場合

は、カスタマイズ費の全額が精算対象とはなりません。 

⚫ 機材（ソフトウエアを除く）のカスタマイズ費は、製造原価要素における製造直接費

（直接経費、直接労務費、直接材料費）を耐用年数×365 で除した値に供用日数を乗じ

た値にて計上します。なお、耐用年数及び供用日数はカスタマイズを施す実機と同等

とします。 

⚫ ソフトウエアのカスタマイズ費は、製造原価要素における製造直接費のうち直接経費

と直接労務費の和の値にて計上します。 

⚫ 公認会計士は当該カスタマイズにおける費用の妥当性を確認します。確認にあたって

は、カスタマイズの因果関係が明確に認められる書類（製造指図書、要件定義書、ソ

フトウエア設計書等）や材料台帳、外部委託費に関する契約書類、製造原価を計算で

きる専門の会計ソフトウエアや ERP システムから出力された情報、その他公認会計士

が求める証憑が必要になります。 

 

機材(ソフトウエア除く)＝ 製造直接費(円) ×  
供用日数（日）

耐用年数 ×  365  
 

 
5直接経費のうち、外部に支出が行われる直課経費（外部委託費）は、当該カスタマイズとして明瞭に示された仕様書及

び請求書や領収書等の証憑がある限りにおいて、製造原価を計算できる専門の会計ソフトウエアや ERP システムにて製

造原価を管理していない場合も計上可能です。ただし、その場合も公認会計士に各種証憑を提出の上、公認会計士確認書

の提出が必要です。 
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ソフトウエア ＝  直接経費(円) +  直接労務費（円） 

（３）レンタル料 

⚫ リース契約を含む他社が所有する機材およびサービスについて、実証に必要な期間相

当分をレンタル料として当該代金を計上可能です。 

⚫ 本調査用に必要な開発環境の整備やサービスの提供に伴う費用についても計上できま

す。 

⚫ 実証に必要な期間相当分として輸送期間も計上の対象となりますが、調査計画書に定

める調査期間外に発生したレンタル料はいかなる場合も計上できず、また、精算対象

になりません。 

⚫ レンタル料は内訳付きの領収書を以て実費精算となります（公認会計士の確認書に含

める必要はありません）。 

 

 

 

以上 

 

 

別紙１_公認会計士確認機材一覧 

別紙 2_公認会計士確認書 

 

 

 

 

 



別紙１_公認会計士確認機材一覧

2025年度ビジネス化実証事業

社名：

調査名：

公認会計士確認機材一覧

原価／取得価格 数量 仕様・補足 原価／取得価格 数量 仕様・補足 原価／取得価格 数量 仕様・補足

自社製品（ソ外）

損料
精米機 986,301 600,000 10

型番：XXXXXXXXXXX

原価：600,000円

耐用年数：5年

供用日数：300日

〇〇〇〇年〇月〇日（稼働開始日）～〇〇〇〇年

〇月〇日（稼働終了予定日）。稼働終了予定日が

変動した際は別途報告・確認を行う。

986,301 600,000 10

型番：XXXXXXXXXXX

原価：600,000円

耐用年数：5年

供用日数：300日

〇〇〇〇年〇月〇日（稼働開始日）～〇〇〇〇年〇月

〇日（稼働終了予定日）。稼働終了予定日が変動した

際は別途報告・確認を行う。

984,273 598,766 10

平均販売価格：

利益率：25.72％

耐用年数：5年

供用日数：300日（想定）

自社製品（ソ外）

カスタマイズ費
電圧変更カスタマイズ 657,534 400,000 10

精米機電圧変更カスタマイズ費

耐用年数：5年

供用日数：300日

供用日数：〇〇〇〇年〇月〇日（稼働開始日）～

〇〇〇〇年〇月〇日（稼働終了予定日）。稼働終

了予定日が変動した際は別途報告・確認を行う。

657,534 400,000 10

精米機電圧変更カスタマイズ費

耐用年数：5年

供用日数：300日

供用日数：〇〇〇〇年〇月〇日（稼働開始日）～〇〇

〇〇年〇月〇日（稼働終了予定日）。稼働終了予定日

が変動した際は別途報告・確認を行う。

655,504 398,765 10

カスタマイズ費：398,765円

耐用年数：5年

供用日数：300日（想定）

他社製品（ソ）

カスタマイズ費
タッチパネル現地語変更 500,000 500,000 1 外部委託 500,000 500,000 1 外部委託 500,000 500,000 1 外部委託費

自社製品（ソ外）

損料
替刃 300,000 10,000 30 5万円未満のため損料率を乗じない 300,000 10,000 30 5万円未満のため損料率を乗じない 269,280 8,976 30

平均販売価格：

利益率：25.72％

2,443,836 2,443,836 2,409,057

平均販売価格
売上総利益率(％)
原価 0
耐用年数（年）
供用日数（日）
数量
内訳金額 #DIV/0!

確認金額
備考

機材費

合計

自社製品（ソ外）損料確認用

中項目 小項目 詳細項目

企業<概算時＞ 企業＜実績時＞ 会計士確認結果

内訳金額（円）
備考

内訳金額（円）
備考



別紙 2_公認会計士確認書 
 

2026年 XX月 XX日 

 

公認会計士確認書 

 

XXXX企業名 XXXXX 

調査主任者名  様 

 

事務所名：          

公認会計士氏名：        印 

 

 

2025 年度 XXXXXXX事業における＜＜企業名＞＞が実施する＜＜対象国＞＞＜＜＜＜案

件名＞＞＞＞において、調査活動に投入する資機材（別紙）が、JICAが定める募集要項

（別添資料及び別添様式を含む）の範囲における妥当性を確認しました。 

なお、本確認は＜＜企業名＞＞から提供された情報の範囲で実施しており、価格の真実

性について保証を提供するものではありません。 

 

確認対象額  

内妥当性確認額  

 

 

別紙：公認会計士確認機材一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 


